
 

事 務 連 絡  

令和２年４月 21 日 

  都 道 府 県 

各 保健所設置市  衛生主管部（局） 御中 

  特 別 区 

 

厚生労働省医薬・生活衛生局食品監視安全課 

 

 

麻痺性貝毒に係る監視指導について 

 

 

麻痺性貝毒を含む貝類の取扱いについては、「麻痺性貝毒等により毒化した貝類の取扱

いについて」（平成 27年３月６日付け食安発 0306第１号厚生労働省医薬食品局食品安全

部長通知）により、御対応いただいているところです。 

本年も各地で貝毒による二枚貝等の出荷の自主規制が報告されていることから、別添

のとおり農林水産省から各都道府県水産部局宛てに貝毒に係る監視の強化及び漁業関係

者への指導の徹底が要請されました。 

つきましては、引き続き水産部局と連携し御対応をお願いします。 
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